
       
甲府都市計画地区計画の決定（昭和町決定）  

都市計画昭和町常永地区計画を次のように決定する。 

 

名 称           昭和町常永地区計画 

位 置           昭和町飯喰、河西、上河東、及び河東中島の一部（別添図面の通り） 

面 積           約８３．4 ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地 区 計 画 の 目 標 

当地区は、ＪＲ身延線常永駅より北西約１km に位置し、既存住宅等の土地利用  

とともに、市街化の進展が急速に予想される。また、組合施行として都市基盤整備

を実施している昭和町常永土地区画整理事業区域及びその周辺の既成住宅地を含む

区域である。 

 そこで、地区計画を策定し、区画道路等の地区施設の整備により土地区画整理  

事業と一体となった秩序ある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 

土 地 利 用 の 方 針 

土地利用については、調和のとれた良好な市街地を目指し、周辺環境への影響に

留意するとともに、公共公益施設用地と一戸建住宅及び中層住宅との整合をはかり、

良好な生活空間の創出と環境維持保全に努め、合理的かつ健全な土地利用をはかる。 

Ａ地区は、良好な環境の低層住宅地としての環境を保全しつつ、快適性、安全性

の確保と地区の特性に応じた土地利用により、緑豊かで潤いのある良好な地区と 

する。 

Ｂ地区は、既存集落地と新たな住宅地との土地利用の連続性にも考慮しつつ、  

非住居系土地利用との調和に配慮した土地の有効利用を図る地区とする。 

Ｃ地区は、ガソリンスタンド等の沿道サービス業、日用雑貨店や食堂等の地域住

居者の利便施設が立地している。そのため、その沿道としてふさわしい業務の利便

を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地区とする。 

Ｄ地区は、大規模商業施設の出店計画に基づき、商業系業務の利便の増進を図る

地区とするとともに、周辺の住居系土地利用との調和も配慮した良好な商業空間の

形成を目指す。 

Ｅ地区は、常永小学校及び既存の常永公園など公共性の高い地区であるため、  

周辺住宅地との整合性を考慮した土地利用を目指す。 

地 区 施 設 の 整 備 の 

方 針 

地区施設（道路）の配置においては、都市計画道路を軸として既設道路の拡幅等

により土地区画整理事業区域と一体となった区画道路網の整備を図る。なお、土地

区画整理区域外の既成住宅地においては、地域住民の健康的かつ文化的な生活を確

保するため、道路網を適切に配置する。 

建 築 物 等 の 整 備 の 

方 針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のよう

に定める。 

1． 良好な住環境を維持できるよう「建築物の用途の制限」、「敷地面積の最低限

度」を定める。 

2． 良好な市街地の形成を図るため、宅地の道路及び隣地に面する部分には、植

栽スペースを確保して、生け垣や樹木等による緑化を図るとともに、日照・

通風等を考慮し、「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」、「建

築物等の意匠・形態の制限」を定める。 

3． 周辺地域との調和の取れたまちなみを形成するために、「建築物等の高さの

制限」を定める。 

その他当該区域の整

備・開発保全に関する

方 針 

かすみ堤は、歴史的風土の保全や文化財の保護の観点から保全に努めるとともに、

遊歩道的な利活用と隣接する宅地内の緑化を積極的に行う。 



       

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 

 

道路 

 

名  称 幅員 延長 

区画道路（12.0ｍ） 

区画道路（ 9.0ｍ） 

区画道路（ 6.0ｍ） 

区画道路（ 5.0ｍ） 

区画道路（ 4.7ｍ） 

  特殊道路（ 4.0ｍ） 

12.0ｍ 

9.0ｍ 

6.0ｍ 

5.0ｍ 

4.7ｍ 

4.0ｍ 

約 2,970ｍ 

約 2,260ｍ 

約 8,550ｍ 

約 220ｍ 

約 1,650ｍ 

約 380ｍ 

公園・緑地 

名   称 面 積 

常永公園 

１号公園 

２号公園 

３号公園 

  ４号公園 

５号公園 

緑地 

約 0.93ha  

約 0.24ha  

約 0.23ha  

約 0.28ha  

約 0.13ha  

約 0.44ha  

約 0.03ha   

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区 分 

区分の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 

区分の面積 9.8 ｈａ 46.1 ｈａ 9.6 ｈａ 10.2 ｈａ 7.7 ｈａ 

建築物の用途の制限 
― 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる

用途を目的と

し た 建 築 物

は、建築して

はならない。 

 

建築基準法

(昭和 25 年法

律第 201 号) 

別表第 2（ほ）

項 二及び三

に揚げる建築

物 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる

用途を目的と

し た 建 築 物

は、建築して

はならない。 

 

建築基準法

(昭和 25 年法

律第 201 号) 

別表第 2（ち）

項 二及び三

に揚げる建築

物 

― 

 



       

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区 分 

区分の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

区分の面積 9.8 ｈａ 46.1 ｈａ 9.6 ｈａ 10.2 ｈａ 7.7 ｈａ 

建築物の延べ面積の

敷 地 面 積 に 対 す る 

割 合 の 最 高 限 度 

― 

建築物の建築面積の

敷 地 面 積 に 対 す る 

割 合 の 最 高 限 度 

― 

建築物の敷地面積の

最 低 限 度 

 

２００㎡ 

ただし、現状の土地利用状況を考慮する。 

 

壁 面 の 位 置 の 制 限 

 

隅切部以外の道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに  

かわる柱（以下「外壁等」という。）までの距離は 1.0ｍ以上とする。 

 

 

 

建 築 物 等 の     

高 さ の 最 高 限 度 

 

１０ｍ ― 

建 築 物 等 の 形 態  

又 は 意 匠 の 制 限 

建築物の外壁及び屋根の色は、地区の環境に調和した、落ち着きのある色調

にするものとする。 

1. 広告及び看板類は、建築

物の上部に突出するもの

は掲出しない。 

2. 光源を用いるものにあっ

ては、動光又は点滅を伴

うものでないこと。 

― 

か き 又 は さ く   

の 構 造 の 制 限 

1. 塀の構造は生垣か開放的なフェンスとする。 

2. 塀の高さは 2ｍ以下とする。 

3. 境界等にコンクリートブロック等を設置する場合には、 

基礎を含め路面又は地盤面からの高さを 1.0ｍ以下とする。 

 

ただし、他法令により設置が必要となる場合を除く。 

― 

土地の利

用に関す

る事項 

現存する樹林

地、草地等で良

好な居住環境

の確保に必要

なものの保全

を図るための

制限 

                ― 

 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 

 当地区は、昭和町都市計画マスタープランに位置づけられた地区であり、昭和町常永土地区画整理事業と一体

となった市街地整備を進めながら健全な市街地を確保するため地区計画を定めるものである。 

 


